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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと
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③ 可能性が高い場合 
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④ 可能性がある場合 
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・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：東日本旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類：踏切障害事故 

発 生 日 時：平成３０年７月３０日 １１時０３分ごろ 

発 生 場 所：栃木県足利市 

両毛線 足利駅～山前
やままえ

駅間（単線） 

第三太田踏切道（第４種踏切道：遮断機及び警報機なし） 

小山駅起点３９ｋ８０９ｍ付近 

 

平成３１年１月８日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  岡 村 美 好 

委   員  土 井 美和子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 東日本旅客鉄道株式会社の小山駅発高崎駅行きの上り普通第４４４Ｍ列車の運

転士は、平成３０年７月３０日（月）、足利駅～山前駅間を速度約８３km/hで走行

中、第三太田踏切道（第４種踏切道）に自転車を押しながら進入してくる通行者を

認めたため、気笛を吹鳴するとともに直ちに非常ブレーキを使用したが、列車は同

通行者と衝突した。 

この事故により、同通行者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則（昭和６２年運輸省令第８号）第３条第１項第４

号に規定する踏切障害事故に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規則（平成

１３年国土交通省令第１２４号）第１条第２号ハに規定する‘踏切遮断機が設置さ

れていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの’に該当す

るものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、平成３０年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

関東運輸局は､本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した｡ 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

両毛線 小山駅発 上越線 高崎駅行き 

上り普通第４４４Ｍ列車 ６両編成 

(2) 運行の経過 

東日本旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の上り普通第４４４Ｍ列車

（以下「本件列車」という。）は、運転士見習（以下「本件運転士見習」という。）

が運転し、指導運転士（以下「本件指導運転士」という。）が隣に立って本件運

転士見習を指導していた。事故に至るまでの経過は、本件運転士見習、本件指
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導運転士及び車掌（以下「本件車掌」という。）の口述によれば、概略次のとお

りであった。 

① 本件運転士見習 

本件列車は、足利駅（小山駅起点３８ｋ１５０ｍ、以下「小山駅起点」

は省略する。）を定刻（１１時０２分）に出発後、速度約８５km/hでノッチ

オフにして惰行運転中に、第三太田踏切道（第４種踏切道*1、３９ｋ８０９

ｍ、以下「本件踏切」という。）の気笛吹鳴標識（３９ｋ４００ｍ）が見え

てきたため気笛を４秒程度吹鳴した。 

その後、上り第２閉そく信号機*2（３９ｋ６５０ｍ）付近で、本件踏切の

左側（以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）

の線路に近い位置に立つ通行者（以下「本件通行者」という。）を認めたた

め、気笛を吹鳴したところ、直後に本件指導運転士から非常ブレーキを扱

うよう指示があった。 

直ちに非常ブレーキを使用したが、本件通行者は、自転車（以下「本件

自転車」という。）を押しながら、列車と反対の方向に顔を向けたままの状

態で本件踏切に進入し、本件列車は本件通行者と衝突した。非常ブレーキ

を使用したのは、踏切の約１００ｍ手前であったと思う。 

本件列車が停止した後、列車無線を使用して、輸送指令に対し、本件踏

切で本件自転車を押した本件通行者と衝突する事故が発生したことを報

告した。本件車掌にも車内電話を使用して同じ内容を連絡した。 

その後、輸送指令の指示に従い、本件指導運転士とともに線路に降りて

状況を確認したところ、本件自転車が本件列車の１両目の前台車右側に巻

き込まれており、本件通行者は本件列車の６両目付近の右側に倒れてい

た。 

② 本件指導運転士 

本件列車が速度約８５km/hで走行中に、自転車を押した本件通行者が本

件踏切に進入しそうになっていたので、本件運転士見習が気笛を吹鳴した

ところで非常ブレーキを扱うよう指示した。 

しかし、本件通行者は、列車と反対の方向を向いたままの状態で本件踏

切に進入し、そのまま衝突した。 

本件列車が停止した後、本件踏切における事故発生を本件運転士見習が

本件車掌及び輸送指令に報告した後、輸送指令の指示により本件運転士見

習とともに現場に向かい、状況を確認した。 

③ 本件車掌 

本件列車が足利駅を定刻に出発した後、案内放送を終了して乗務員室内

の椅子に座っていると非常ブレーキが掛かったため、何か異常事態が発生

したと思った。 

その後、本件運転士見習から車内電話で、本件踏切において本件自転車

を押した本件通行者と衝突したとの連絡があったので、乗客に緊急停止し
                                                                                             
*1 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１号）」第４０条（踏切道）の規定によ

り、踏切道は、踏切保安設備（踏切遮断機及び踏切警報機）を設けたものでなければならないとされている。ただし、

本件踏切のような‘踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道’については、「鉄道に関する技術上

の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第 

１９号）第３条（経過措置）の規定により、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、

「なお従前の例によることができる」とされている。 

*2 「閉そく信号機」とは、閉そく区間（列車の衝突を防ぐために１列車のみが占有を許される区間）の入口に設置され

る信号機をいう。 
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たことのお詫
わ

びと状況確認を行っている旨の案内放送を行った。その後、

業務用携帯電話を使用して、警察に事故の発生を通報し、付近の状況を確

認しながら伝えた。 

(3) 運転状況の記録 

本件列車には、自動列車停止装置（ＡＴＳ）が装備されており、その記録装

置には非常ブレーキ指令が出力された時とその前後の時刻、速度、力行指令、

ブレーキ指令、停車検知及びＡＴＳ地上子からの距離等の情報が記録されてい

る。その記録によれば、本事故発生前後の主な運転状況は表１のとおりであっ

た。 

 

表１ 本事故発生前後の運転状況（主要な記録のみ抜粋） 

時刻 
速度 

(km/h) 

キロ程 

(km) 

常
用
ブ
レ
ー
キ 
非
常
ブ
レ
ー
キ 

停
車
検
知 

備考 

11時03分36.5秒 85 39.433 ・ ・ ・ 惰行運転中 

～   ・ ・ ・  

11時03分45.8秒 83 39.650 ・ ・ ・ 
上り第２閉そく信号機

付近（惰行運転中） 

～   ・ ・ ・  

11時03分49.8秒 82 39.739 １ ・ ・ 
常用ブレーキ指令検知 

11時03分49.9秒 81 39.744 １ ・ ・ 

11時03分50.0秒 81 39.745 １ １ ・ 非常ブレーキ指令検知 

11時03分53.0秒 72 39.808 １ １ ・ 本件踏切(39k809m) 

付近通過 11時03分53.5秒 69 39.818 １ １ ・ 

～   １ １ ・  

11時04分06.0秒 0 39.949 １ １ １ 停止 
※１ 記録装置は、非常ブレーキ指令の出力を検知すると、検知前の情報は０.１秒ごと、

検知後の情報は０.５秒ごとのデータを記録に残す仕様となっている。 

※２ 時刻は、実際の時刻に基づき補正している。 

※３ キロ程は小山駅からの走行距離を示す。 

※４ キロ程は、自動列車停止装置のデータ及び本件列車の最終停止位置から算出した結

果であり、「ｍ」以下は四捨五入している。 

※５ キロ程及び速度は誤差が内在している可能性がある。 

※６ 表中の「１」は各項目の制御が行われていることを示す。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（通行者  男性 ７４歳） 負傷：なし 

（本件列車：乗客９１名、運転士２名、車掌１名が乗車） 
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2.3 鉄道施設等

の概要 

(1) 本件踏切の概要 

同社から提出された平成２６年度の踏切道実態調査表等によると、本件踏

切の概要は次のとおりであった。 

① 踏切長    ６.０ｍ 

② 踏切幅員   １.２ｍ 

③ 踏切交角   ５５° 

④ 道路勾配 

列車から見て左 －３／１００（踏切に対して下り勾配） 

列車から見て右  ２／１００（踏切に対して上り勾配） 

⑤ 踏切見通距離*3 

列車（足利駅方）から踏切            ２００ｍ 

通行者（本件通行者進入側）から踏切         ８ｍ 

⑥ 列車見通距離*4 

通行者（本件通行者進入側）から列車（足利駅方） ２００ｍ 

通行者（本件通行者進入側）から列車（山前駅方） ２００ｍ 

⑦ 踏切道の舗装 木（敷板） 

⑧ 道路交通量  軽車両         ０台／日 

歩行者        ２８人／日 

⑨ 交通規制   車両通行止め（自転車を除く） 

⑩ 鉄道交通量             ５８本／日 

⑪ 事故履歴（昭和６２年４月以降） なし 

 

なお、本件踏切の足利駅方約２２８ｍの位置に五丁目踏切道（第４種踏切

道）が、同約４２０ｍの位置に跨
こ

線道路橋が、同約５２９ｍの位置に第二太田

踏切道（第１種踏切道）がある。また、山前駅方約２５０ｍの位置に跨線道路

橋及び地下歩道があり、同約８１８ｍの位置に今福新道踏切道（第１種踏切

道）がある。（図１及び表２ 参照） 

 ※この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）を使用して作成 

図１ 本事故発生場所周辺図 

 

 

 

 

                                                                                             
*3 「踏切見通距離」とは、（列車から）列車の運転席から当該軌道の踏切道を見通し得る最大距離及び（通行者から）

道路通行者が道路中心線上１.２ｍの高さにおいて踏切道を判別し得る最大距離をいう。 

*4 「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものをいう。 

N 

今福新道踏切道(1種) 

(４０ｋ６２７ｍ） 

五丁目踏切道(4種) 
(３９ｋ５８１ｍ） 

第二太田踏切道(1種) 
(３９ｋ２８０ｍ） 

本件踏切 
（３９ｋ８０９ｍ） 

第２閉そく信号機 

（３９ｋ６５０ｍ） 
跨線道路橋及び地下歩道 

跨線道路橋 

足
利
駅
方 

山
前
駅
方 気笛吹鳴標識 

(３９ｋ４００ｍ） 
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表２ 本件踏切付近の踏切道の概要 

踏切道名称 今福新道踏切道 五丁目踏切道 第二太田踏切道 

キロ程 ４０ｋ６２７ｍ ３９ｋ５８１ｍ ３９ｋ２８０ｍ 

種別 第１種 第４種 第１種 

踏切幅員 ５.５ｍ １.０ｍ ２.８ｍ 

踏切長 ６.３ｍ ６.０ｍ ６.０ｍ 

踏切道の舗装 連接軌道*5 木（敷板） 木（敷板） 

道路種別 市道 市道 市道 

道路交通量 

自動車（台／日） 

 

１,５１３ 

 

－ 

 

    － 

二輪（台／日）     ３１９ － ８５ 

軽車両（台／日） ０ ０ ０ 

歩行者（人／日） ９９ １４ ９１ 

交通規制 なし 車両通行止め 

（自転車を 

除く） 

二輪の自動車 

以外の自動車 

通行止め 
※平成２６年度の踏切道実態調査表による。 

 

(2) 本件踏切の状況 

本件踏切には、本件通行者進入側（本件踏切左側）から見て左側（山前駅方）

に踏切警標及び車両通行止め（自転車を除く）を示す交通規制標識が設置され

ていた。 

また、同社が踏切通行者に対して踏切手前での一時停止を促すために設置

した、「ふみきり注意 とまれ」と表記された踏切注意看板（以下「ストップ

サイン」という。）が交通規制標識の近傍に設置され、自動車の通行ができな

いことを示す注意看板が本件通行者進入側（本件踏切左側）から見て右側（足

利駅方）に設置されていた。 

さらに、本件踏切には、本件通行者進入側（本件踏切左側）から見て両側に

踏切注意柵が設置されており、本件踏切右側には自動車の通行を抑止する目

的で設置された進入防止柵が設置されていた。 

本件踏切の舗装は、敷板によるものであった。（図２及び３ 参照）。 

 

 
図２ 本件通行者進入側（本件踏切左側）から見た本件踏切の状況 

                                                                                             
*5 「連接軌道」とは、鉄筋コンクリート製ブロックを連続的に敷設し、プレストレストコンクリート鋼棒で連結した軌

道構造をいう。 

本件通行者 
進入方向 

↑
足
利
駅
方 

↓
山
前
駅
方 

交
通
規
制
標
識 

踏
切
警
標 

１．２ｍ 

踏切注意柵 

０.７ｍ 

注意看板 

ストップサイン 

進入防止柵 
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図３ 本件踏切右側から見た本件踏切の状況 

 

本件踏切から足利駅方及び本件通行者進入側（本件踏切左側）の道路右側に

は、同社の実施している列車見通距離の確保に関する安全対策として、防草

シートが施工されていた。（図４ 参照） 

なお、同社によると防草シートが設置されていない箇所における除草及び

除草薬散布については、１年に１回から２回実施し、直近では除草薬散布を平

成３０年４月に、除草を同年７月に実施したとのことであった。 

 

 
図４ 本件踏切周辺の防草シート設置状況 

 

本事故発生前直近における本件踏切の巡視は、平成３０年７月２５日に徒

歩により行われていた。同社によると、この巡視では踏切警標や踏切注意柵等

設備の異常は認められなかったとのことであった。 

(3) 本件踏切に接続している道路の概要 

本件踏切の本件通行者進入側（本件踏切左側）は、足利市（以下「同市」と

いう。）が管理する認定外道路*6（以下「本件道路」という。）に接続しており、

その先は、市道栄町２丁目４号線に接続している。 

市道栄町２丁目４号線から本件踏切に至る本件道路の状況は、次のとおり

である。 

① 市道栄町２丁目４号線と本件道路との接続箇所は、平坦でアスファルト

                                                                                             
*6 「認定外道路」とは、市区町村等の自治体が所有・管理し、一般の交通の用に供しているが、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）の適用を受けていない道路をいう。 
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舗装が施されており（長さ約１２.５ｍ、道幅約１.５ｍ）、その先は本件踏

切に向かって下り階段（長さ約７.６ｍ、階段に併設された自転車用スロー

プを合わせた道幅約１.５ｍ）となっている。 

② 階段を下り終えた箇所から本件踏切までの距離は約８.５ｍであり、本件

踏切に向かって下り勾配の未舗装道路となっている。（図５及び６ 参照） 

本件踏切手前約８.５ｍの地点から本件踏切を見ると、視界を遮るものは認

められず、本件踏切の存在を確認できた。（図６撮影位置④ 参照） 

なお、本件道路と市道栄町２丁目４号線との接続位置から本件踏切の存在

を確認することはできなかった。（図６撮影位置② 参照） 

 

 
※この図は、事故調査時点の状況を基に、主な設備及び標識等の線路、道路に対する大まかな 

配置を示した略図であり、正確な縮尺、大小・位置関係にはなっていない。 

図５ 本事故発生場所平面図 
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図６ 本件踏切の接続道路の状況 

 

同市によると、平成２９年６月に市内の町
まち

南
みなみ

一号踏切道（第４種踏切道）

において、列車と自転車に乗った通行者が接触し、通行者が負傷する事故が発

生したことから、事故防止対策として、本件踏切を含む、市内の第４種踏切道

の点検を実施し、車止めや停止線を整備した。本件踏切においては、平成３０

年１月に、本件踏切右側に停止線を整備したとのことであった。（図３ 参照） 

(4) 通行者から見た列車見通し状況 

本件踏切の踏切注意柵付近から足利駅方を見通した場合、視界を遮るもの

は認められず、約２００ｍ離れた位置まで見通すことができた。（図７ 参照） 

 

 
図７ 本件踏切の踏切注意柵付近から見た足利駅方の見通し状況 

 

(5) 本件列車側から見た本件踏切付近の見通し状況 

本件列車側からの見通しについては、本件踏切から約１５９ｍ足利駅方に

設置されている上り第２閉そく信号機付近で列車から本件踏切全体を確認す

ることができ、その地点から本件踏切までの間に視界を遮るものは認められ

なかった。（図８ 参照） 
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図８ 本件列車側（上り列車）から見た本件踏切の見通し状況 

 

(6) 本件踏切付近の線形等 

本件踏切付近の線路の線形は、３９ｋ１５５ｍから３９ｋ７６５ｍまでが

半径１,２００ｍの左曲線区間、３９ｋ７６５ｍから４０ｋ１３５ｍまでが直

線区間となっており、３９ｋ０３６ｍから３９ｋ８００ｍまでが３.４‰の上

り勾配区間、３９ｋ８００ｍから４０ｋ３５７ｍまでが５.２‰の上り勾配区

間となっている。本件踏切（３９ｋ８０９ｍ）は上り勾配の直線区間に位置す

る。 

なお、本件踏切を含む足利駅～山前駅間における列車の最高運転速度は、同

社の列車運転速度表で９５km/hと定められている。 

(7) 気笛吹鳴標識の設置位置 

本件踏切の通行者に列車の接近を知らせるために設けられた気笛吹鳴標識

の設置位置（足利駅方）は、３９ｋ４００ｍ付近である。（図９ 参照） 

 
図９ 本件踏切に対する気笛吹鳴標識 

 

(8) 鉄道車両の概要 

車  種  ２１１系直流電車 （直流１,５００Ｖ） 

記号番号  クハ２１０－３００４   （１両目） 

車両重量  ２７.３ｔ（空車時） 

車 両 長  ２０.０ｍ 

車 両 幅  ２.９７ｍ 

車両の検査結果には、異常は認められなかった。 

(9) 本件自転車の概要 

自転車は大人用で２６インチであった。 
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2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設の損傷状況 

鉄道施設に損傷はなかった。 

(2) 鉄道車両の主な損傷状況 

１両目前面の貫通扉*7及び渡り板が変形したほか、スカート*8に擦過痕が認め

られた。（図１０ 参照） 

 
図１０ 鉄道車両の損傷状況 

 

(3) 自転車の主な損傷状況 

列車との衝撃により、ハンドルが変形し、フレームが曲がった状態となり、

タイヤがパンクしリムが外れていた。 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 運転士見習 女性 ２７歳 

(2) 指導運転士 男性 ３７歳 

甲種電気車運転免許 平成１８年 ９月２２日 

(3) 車掌 女性 ２５歳 

(4) 通行者 男性 ７４歳 

2.6 気象 晴れ 

2.7 その他の情報 (1) 本件列車の停止位置に関する情報 

本件列車の停止位置は、３９ｋ９４９ｍ付近（本件踏切から約１４０ｍ山前

駅方）であった。 

(2) 本件通行者に関する情報 

本件通行者の親族によると、事故当日の状況は概略次のとおりであった。 

本件通行者は、本事故発生当日の午前９時３０分ごろに家を出たようで

ある。普段から自転車で外に出ることが多く、本件踏切付近によく行く店

舗があり、本件踏切の存在は知っていたと思う。 

本件通行者は左耳の聴力が低く、最近手術をした。ゆっくり大きな声で

話をすれば聞き取ることのできる聴力はあった。また、左目の視力は眼鏡

を使用した状態で０.７以下であった。右耳や右目は特に問題はなかった

と思う。日常生活には支障はなかった。 

本事故発生前の数日間に特に心身の不調を訴えていたことはなかった。 

(3) 本件踏切の廃止、踏切保安設備の整備等に関する協議状況 

同社及び同市によると、平成１３年に同社が同市に対し、本件踏切を含む、

市内の第４種踏切道の廃止について申し入れ、それ以降、同社、同市及び地域

住民との間で協議・意見交換を行っている。 

その結果、平成１３年当時、市内に５箇所あった第４種踏切道のうち、１箇

所の踏切道が廃止され、１箇所の踏切道が第１種踏切道となった。 

しかし、本件踏切を含む３箇所の踏切道については、合意には至っていない

ため、引き続き協議を継続するとのことであり、同社は、本事故の発生を受け

                                                                                             
*7 「貫通扉」とは、連結した車両間を旅客または乗務員が通行できるよう車両連結部に設置された扉をいう。 

*8 「スカート」とは、機関車及び旅客車の床下の機器を保護するため又は形状を整えるため、前頭又は側に沿って、台

枠の下部に設けた覆いをいう。 

貫通扉及び 
渡り板変形 

スカート擦過痕 
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て、平成３０年８月に同市に対し、本件踏切を含む、市内の第４種踏切道の廃

止に関する申入れを行った。 

 

３ 分析 

(1) 本件通行者と本件列車が衝突したことに関する分析 

2.1(2)①に記述した本件運転士見習の口述、2.1(2)②に記述した本件指導運転士の口述、2.1(3)

に記述した運転状況の記録及び2.4(2)に記述した車両の損傷状況から、本件踏切内において、本件

通行者は速度約７２km/hで走行してきた本件列車の前面にある貫通扉下部及び渡り板に衝突した

と推定される。 

(2) 本事故の発生時刻に関する分析 

2.1(3)に記述した運転状況の記録から、本事故の発生時刻は１１時０３分ごろであったと推定さ

れる。 

(3) 本件運転士見習の運転操作に関する分析 

2.1(2)①に記述した本件運転士見習の口述及び2.1(2)②に記述した本件指導運転士の口述から、

本件運転士見習は、本件踏切手前に設置されている気笛吹鳴標識を確認し、気笛を４秒程度吹鳴し

ていること、及び本件通行者が本件踏切に進入しそうになっている状況で本件指導運転士から非常

ブレーキを扱うよう指示され、直ちに非常ブレーキを使用していることから、本件運転士見習の運

転操作に特に問題はなかったと考えられる。また、2.1(3)に記述したとおり、３９ｋ７４５ｍ付近

で非常ブレーキ指令が出力されてから 停止するまでの本件列車の停止距離は２０４ｍであった。

したがって、仮に第２閉そく信号機（３９ｋ６５０ｍ）付近で本件通行者を認めてすぐに非常ブレー

キを使用していたとしても、本件列車は、本件踏切（３９ｋ８０９ｍ）までに停止することはでき

なかったと推定される。 

(4) 本件通行者の本件踏切に対する認識に関する分析 

2.7(2)に記述したように、本件通行者は本件踏切付近に行く機会があったこと、2.3(3)に記述し

た図６撮影位置②のとおり、同市道栄町２丁目４号線からは本件踏切を確認することはできず、日

常的に本件踏切を利用していない人が本件踏切の存在を把握することは困難であると考えられる

ことから、本件通行者は本件踏切の存在を知っていた可能性があると考えられる。 

しかし、本件通行者が死亡していることから、その詳細を明らかにすることはできなかった。 

(5) 本件通行者が本件踏切に進入したことに関する分析 

2.3(1)及び2.3(4)に記述したように、本件踏切の本件通行者進入側（左側）から足利駅方の見通

し距離については、おおむね２００ｍ以上確保できていた。しかし、2.1(2)①に記述したように、

本件運転士見習は、気笛吹鳴標識を確認して気笛を吹鳴し、さらに、本件通行者が本件踏切の左側

の線路に近い位置に立っているのを認め、改めて気笛を吹鳴したが、本件通行者は、自転車を押し

ながら、列車と反対の方向に顔を向けたままの状態で本件踏切に進入しており、本件列車の接近に

気付かずに進入した可能性があると考えられる。 

本件通行者が列車と反対の方向に顔を向けたままの状態で本件踏切に進入した理由については、

2.7(2)に記述したように、左耳の聴力が低かったことが影響した可能性が考えられるが、本件通行

者が死亡していることから、その詳細を明らかにすることはできなかった。 

(6) 本件踏切の安全性向上等に関する分析 

2.7(3)に記述したように、本件踏切の廃止又は踏切保安設備の整備について、同社、同市及び地

域住民は平成１３年から協議・意見交換を行っているが、本事故が発生したことを踏まえ、本件踏

切の廃止又は踏切保安設備の整備に向けて協議を進め、できるだけ早く方針を定めて、具体的な取

組を進めることが望ましい。 

なお、同社では、2.3(1)及び2.3(2)に記述したように、本件踏切の敷板舗装の整備、踏切注意柵

やストップサインの設置、防草シートの施工による列車見通距離の確保等の安全対策を講じてい
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た。 

また、同市では、2.3(3)に記述したように、平成２９年６月に市内の第４種踏切道で事故が発生

したことを受けて、本件踏切を含む、市内の第４種踏切道の点検を行い、本件踏切においては、停

止線を明示して安全性向上を図っていた。 

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、廃止又は踏切保安設備を整備す

べきものであるが、それが実施されるまでの間においては、各種の安全性向上策に継続して取り 

組んでいくことが望ましい。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道である第三太田踏切道に列

車が接近している状況において、自転車を押した通行者が同踏切道に進入したため、列車と衝突したこ

とにより発生したものと推定される。 

列車が同踏切道に接近している状況において、同通行者が同踏切道に進入した理由については、列車

の接近に気付かずに同踏切道に進入した可能性があると考えられるが、同通行者が死亡しているため

詳細を明らかにすることはできなかった。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、廃止又は踏切保安設備を整備すべ

きものである。鉄道事業者、道路管理者及び地域住民等の関係者は、本事故が発生したこと及び踏切周

辺の状況を踏まえ、本件踏切の廃止又は踏切保安設備の整備に向けた協議を進め、できるだけ早く方針

を定めて、具体的な取組を進めることが望ましい。 

 

 


